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�愛媛県告示第３７４号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

令和７年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３７５号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和７年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

筆記試験、作文及び適性検査
（ＷＥＢ試験）
令和７年５月１１日（日）０時
から令和７年５月１４日（水）
２４時の間で任意の時間

任意の場所 任意の場所 県内全域

口述試験及び身体検査
令和７年５月３１日（土） 松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

毎週（火・金）曜日発行 第６０４号 令和７年４月２５日

令和７年４月２５日金曜日 第６０４号
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�愛媛県告示第３７６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商工観光課並びに松山市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和７年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

グリーンモール・松山 松山市天山一丁目１３
番５号

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

イオンリテール株式
会社
代表取締役
井出 武美

イオンリテール株式
会社
代表取締役
古澤 康之

令和７年
３月１日

令和７年
４月１４日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

イオンリテール株式
会社
代表取締役
井出 武美
ほか８者

イオンリテール株式
会社
代表取締役
古澤 康之
ほか８者

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第３７７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

令和７年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

そよら今治馬越 今治市馬越町四丁目
８番１号

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

イオンリテール株式
会社
代表取締役
井出 武美

イオンリテール株式
会社
代表取締役
古澤 康之

令和７年
３月１日

令和７年
４月１４日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

イオンリテール株式
会社
代表取締役
井出 武美
ほか３者

イオンリテール株式
会社
代表取締役
古澤 康之
ほか３者

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

えひめ結婚支援センターの
運営および結婚支援連携推
進事業委託業務（令和８年
３月３１日まで） 一式

愛媛県企画振興部政策
企画局少子化対策・男
女参画課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

令和７年４月１日
一般社団法人愛媛県法人
会連合会
愛媛県松山市大手町２丁
目５－７

５１，８０８，７２４円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第１号の規定による
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次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の３第３項の規定により公告する。

令和７年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３７９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市禎瑞土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和７年４月２５日

愛媛県東予地方局長 河 上 芳 一

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第３８０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市角野土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和７年４月２５日

愛媛県東予地方局長 河 上 芳 一

就 任

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局地域産業振興部今

治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用用排水施設整備事業 日土地区
（八幡浜市） 令和７年２月１０日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 東 幸 雄 西条市禎瑞９７番地

〃 石 川 修 文 西条市禎瑞５９３番地

〃 福 田 哲 也 西条市禎瑞５７６番地

〃 伊 東 章 西条市禎瑞６１８番地

〃 井 上 一 夫 西条市禎瑞６８６番地

〃 安 藤 あゆみ 西条市喜多川３６１番地 ２－５号

〃 � 橋 昇 西条市禎瑞６７６番地

〃 安 藤 雅 康 西条市禎瑞１１９６番地

〃 加 藤 亮 次 西条市禎瑞８９３番地

〃 高 木 球 輝 西条市禎瑞１０００番地

〃 三 崎 和 英 西条市禎瑞１２１６番地１

〃 宮 武 � 志 西条市禎瑞１７１３番地

〃 矢 野 健 一 西条市北条７３０番地４

〃 美 濃 哲 夫 西条市禎瑞１９６４番地

〃 美 濃 繁 美 西条市禎瑞１９０９番地

〃 小 林 昇 西条市禎瑞２２９５番地

〃 津 嶋 章 嘉 西条市朔日市６０６番地１３

〃 越 智 貴 則 西条市樋之口１０９番地

監 事 保 利 公 洋 西条市禎瑞２７３番地

〃 田 中 勝 正 西条市禎瑞９３９番地１

〃 宮 崎 立 夫 西条市禎瑞１７２９番地３

〃 水 野 寛 西条市禎瑞１９７３番地２

〃 小 林 初 男 西条市禎瑞２３４３番地

〃 安 藤 隆 司 西条市禎瑞１２２３番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 東 幸 雄 西条市禎瑞９７番地

〃 石 川 修 文 西条市禎瑞５９３番地

〃 福 田 豊 幸 西条市禎瑞５７６番地

〃 伊 東 章 西条市禎瑞６１８番地

〃 井 上 一 夫 西条市禎瑞６８６番地

〃 瀬 尾 � 西条市禎瑞６１５番地

〃 � 橋 昇 西条市禎瑞６７６番地

〃 安 藤 雅 康 西条市禎瑞１１９６番地

〃 加 藤 茂 西条市禎瑞８９３番地

〃 高 木 球 輝 西条市禎瑞１０００番地

〃 津 島 邦 嘉 西条市禎瑞１２２２番地

〃 安 藤 文 吾 西条市禎瑞１５０１番地２

〃 篠 原 隆 司 西条市禎瑞１５７９番地

〃 美 濃 哲 夫 西条市禎瑞１９６４番地

〃 美 濃 繁 美 西条市禎瑞１９０９番地

〃 小 林 昇 西条市禎瑞２２９５番地

〃 � 橋 啓 二 西条市禎瑞２２８４番地

〃 � 橋 豊 重 西条市朔日市６１５番地

監 事 保 利 公 洋 西条市禎瑞２７３番地

〃 田 中 勝 正 西条市禎瑞９３９番地１

〃 矢 野 健 一 西条市北条７３０番地４

〃 矢 葺 健 一 西条市禎瑞１９０３番地

〃 小 林 初 男 西条市禎瑞２３４３番地

〃 近 藤 明 弘 西条市中西３２３番地１２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 星 川 千代洋 新居浜市御蔵町５－６５

〃 三 浦 廣 志 新居浜市山田町５－７

〃 松 本 幸 � 新居浜市西連寺町一丁目６－４６

〃 岡 � 直 子 新居浜市中西町１０－３

〃 白 石 育 夫 新居浜市北内町三丁目５－３
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�愛媛県告示第３８１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市金子土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和７年４月２５日

愛媛県東予地方局長 河 上 芳 一

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第３８２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市多喜浜土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

令和７年４月２５日

愛媛県東予地方局長 河 上 芳 一

就 任

退 任

〃 山 本 佑 造 新居浜市西泉町７－８

〃 石 川 雄 三 新居浜市宮原町８－３４

〃 田 坂 綾 朗 新居浜市北内町二丁目７－４２

〃 曾我部 満 恵 新居浜市北内町一丁目１－２６

〃 直 野 新 吾 新居浜市北内町一丁目１６－２８

〃 本 田 学 新居浜市角野新田町二丁目７－２１

〃 横 川 和 典 新居浜市種子川町２－２２

監 事 � 敏 起 新居浜市北内町一丁目５－１８

〃 小 野 光 廣 新居浜市吉岡町１３－３２

〃 尾 崎 弘 之 新居浜市中村松木一丁目３－３７

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 星 川 千代洋 新居浜市御蔵町５－６５

〃 三 浦 廣 志 新居浜市山田町５－７

〃 松 本 幸 � 新居浜市西連寺町一丁目６－４６

〃 渡 邉 恵 一 新居浜市中筋町一丁目１４－４

〃 白 石 育 夫 新居浜市北内町三丁目５－３

〃 山 本 佑 造 新居浜市西泉町７－８

〃 石 川 雄 三 新居浜市宮原町８－３４

〃 鈴 木 章 夫 新居浜市北内町一丁目１２－２３

〃 直 野 新 吾 新居浜市北内町一丁目１６－２８

〃 小 野 光 廣 新居浜市吉岡町１３－３２

〃 渡 邉 敏 � 新居浜市角野新田町二丁目５－２０

〃 横 川 和 典 新居浜市種子川町２－２２

監 事 眞 鍋 哲 哉 新居浜市中筋町一丁目６－３１

〃 � 敏 起 新居浜市北内町一丁目５－１８

〃 尾 崎 弘 之 新居浜市中村松木一丁目３－３７

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 片 上 和 彦 新居浜市�保田町三丁目８番２０号

〃 眞 鍋 勝 義 新居浜市西の土居町二丁目１１番１５号

〃 神 野 克 史 新居浜市�保田町一丁目８番２６号

〃 加 藤 武 雄 新居浜市政枝町一丁目６番１６号

〃 高 砂 秀 幸 新居浜市滝の宮町６番２０号

〃 横 山 真 一 新居浜市一宮町一丁目７番１７号

〃 秋 山 龍 夫 新居浜市西の土居町二丁目１６番１５号

〃 加 藤 武 新居浜市河内町７番２１号

〃 松 木 ワカ子 新居浜市河内町２番３２号

〃 永 井 和 弘 新居浜市北新町４番７号

監 事 神 野 善 英 新居浜市�保田町二丁目７番３号

〃 片 上 幸 二 新居浜市�保田町三丁目７番６０号

〃 松 木 隆 嗣 新居浜市河内町３番１６号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 片 上 和 彦 新居浜市�保田町三丁目８番２０号

〃 眞 鍋 勝 義 新居浜市西の土居町二丁目１１番１５号

〃 神 野 克 史 新居浜市�保田町一丁目８番２６号

〃 加 藤 武 雄 新居浜市政枝町一丁目６番１６号

〃 宮 � 雄二郎 新居浜市滝の宮町４番３５号

〃 杉 本 茂 利 新居浜市一宮町一丁目１４番６１号

〃 秋 山 龍 夫 新居浜市西の土居町二丁目１６番１５号

〃 加 藤 武 新居浜市河内町７番２１号

〃 松 木 忠 夫 新居浜市河内町２番３２号

〃 永 井 和 弘 新居浜市北新町４番７号

監 事 神 野 善 英 新居浜市�保田町二丁目７番３号

〃 松 木 隆 嗣 新居浜市河内町３番１６号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 藤 秋 実 新居浜市垣生三丁目９番５８号

〃 永 易 末 雄 新居浜市松神子二丁目１番２２号

〃 横 井 直 次 新居浜市多喜浜一丁目８番７１号

〃 園 部 克 志 新居浜市垣生四丁目１番５０号

〃 佐々木 秀 和 新居浜市垣生三丁目３番３５号

〃 園 部 好 考 新居浜市又野一丁目９番４１号

〃 堀 内 濃 新居浜市多喜浜一丁目８番４３号

〃 園 部 貴 美 新居浜市垣生四丁目３番２９号

監 事 田 中 末 廣 新居浜市多喜浜二丁目５番５６号

〃 田 中 和 重 新居浜市多喜浜二丁目３番５５号

〃 岡 部 益 夫 新居浜市垣生一丁目１番１７号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 藤 秋 実 新居浜市垣生三丁目９番５８号

〃 永 易 末 雄 新居浜市松神子二丁目１番２２号

〃 横 井 直 次 新居浜市多喜浜一丁目８番７１号

〃 園 部 克 志 新居浜市垣生四丁目１番５０号

〃 佐々木 秀 和 新居浜市垣生三丁目３番３５号

〃 園 部 好 考 新居浜市又野一丁目９番４１号

〃 堀 内 濃 新居浜市多喜浜一丁目８番４３号

〃 田 中 和 重 新居浜市多喜浜二丁目３番５５号

監 事 森 隆 資 新居浜市多喜浜一丁目６番２６号

〃 田 中 末 廣 新居浜市多喜浜二丁目５番５６号

〃 岡 部 益 夫 新居浜市垣生一丁目１番１７号
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�愛媛県告示第３８３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市阿島土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和７年４月２５日

愛媛県東予地方局長 河 上 芳 一

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第３８４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市玉津土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和７年４月２５日

愛媛県東予地方局長 河 上 芳 一

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第３８５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市氷見土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和７年４月２５日

愛媛県東予地方局長 河 上 芳 一

就 任

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 井 下 八 郎 新居浜市荷内町８－７４

〃 小 野 一 宏 新居浜市阿島四丁目１４－２３

〃 佐々木 義 克 新居浜市阿島四丁目１－１２

〃 白 石 俊 二 新居浜市阿島三丁目４－２０

〃 前 田 雅 彦 新居浜市多喜浜五丁目１１－１２

監 事 井 下 慎 司 新居浜市荷内町７－３３

〃 近 藤 隆 新居浜市高田一丁目８－６２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 井 下 八 郎 新居浜市荷内町８－７４

〃 小 野 一 宏 新居浜市阿島四丁目１４－２３

〃 佐々木 義 克 新居浜市阿島四丁目１－１２

〃 白 石 俊 二 新居浜市阿島三丁目４－２０

〃 前 田 雅 彦 新居浜市多喜浜五丁目１１－１２

監 事 井 下 慎 司 新居浜市荷内町７－３３

〃 近 藤 隆 新居浜市高田一丁目８－６２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 日 野 敬 治 西条市玉津３１１－２

〃 日 野 茂 樹 西条市玉津３７２

〃 星 加 祥 男 西条市玉津１５２

〃 徳 永 高 之 西条市玉津４１３－３

〃 星 加 貴 之 西条市玉津３３１－１

〃 星 加 哲 西条市玉津３１８－７

監 事 藤 本 憲 二 西条市玉津２４９－２

〃 三 浦 進 西条市新田２－３

〃 白 木 寿 和 西条市玉津２８０－５

〃 星 加 貴 之 西条市玉津３３１－１

〃 星 加 憲 秀 西条市玉津３１７

監 事 矢 野 一 夫 西条市玉津３９７

〃 越 智 健 治 西条市玉津６４８－３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 安 藤 英 利 西条市氷見丙９８２番地１０

〃 一 色 宣 博 西条市氷見丙４８２番地２

〃 菅 美智晃 西条市氷見丙７１４番地３

〃 木 村 瑞 枝 西条市氷見丙９５６番地４

〃 小 林 政 美 西条市氷見乙１４８３番地

〃 � 橋 貞 敏 西条市氷見甲１４９番地

〃 矢 葺 節 雄 西条市氷見乙２６７番地１

〃 秋 山 辰 江 西条市氷見丙１０１２番地

〃 伊 藤 栄 一 西条市氷見丙６５番地１１

〃 � 橋 保 雄 西条市氷見乙１７４９番地８

〃 日 野 優次郎 西条市氷見乙８０６番地１

監 事 � 木 則 男 西条市氷見乙１０８９番地

〃 松 本 真一郎 西条市野々市１１５番地１

〃 今 井 貞 美 西条市氷見乙１２０３番地３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 安 藤 英 利 西条市氷見丙９８２番地１０

〃 一 色 宣 博 西条市氷見丙４８２番地２

〃 伊 藤 秀 雄 西条市氷見丙１１番地６

〃 小 林 政 美 西条市氷見乙１４８３番地

〃 � 木 則 男 西条市氷見乙１０８９番地

〃 戸 田 辰 雄 西条市氷見甲１９８番地

〃 松 本 真一郎 西条市野々市１１５番地１

〃 矢 葺 節 雄 西条市氷見乙２６７番地１

〃 渡 部 義 文 西条市氷見乙１９３３番地

〃 � 橋 保 雄 西条市氷見乙１７４９番地８

〃 日 野 優次郎 西条市氷見乙８０６番地１

監 事 丹 彦佐衛門 西条市氷見甲１５０番地

〃 斉 藤 正 史 西条市氷見甲２２２番地

〃 今 井 貞 美 西条市氷見乙１２０３番地３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 日 野 正 一 西条市玉津３１５

〃 日 野 敬 治 西条市玉津３１１－２

〃 星 加 祥 男 西条市玉津１５２
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�愛媛県告示第３８８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市水泥町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和７年４月２５日

愛媛県中予地方局長 � 岡 晃 仁

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第３８９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

東温市上村土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出があ

った。

令和７年４月２５日

愛媛県中予地方局長 � 岡 晃 仁

就 任

�愛媛県告示第３８６号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和７年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和７年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－４）第２５１１号 令和４年
１２月２７日 伊予通信建設� 吉田栄二郎 今治市八町西３－６－１０ 令和７年

３月１１日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－４）第１８９１２号 令和４年
１２月２０日 �結 加藤 明敏 新居浜市若水町２－３－

１２４コーワコーポ２０５号
令和７年
３月１２日

とび・土工工事業
管工事業 建設業の廃止

（般－１）第１４４７５号 令和２年
３月１６日 �子守電気 子守 毅彦 西条市北条４３９－６ 令和７年

３月１４日 電気工事業 建設業の廃止

（般－４）第８２２９号 令和４年
５月１２日 �井川設備 井川 浩樹 四国中央市中之庄町３２７

－１
令和７年
３月２４日 消防施設工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－２）第１４５９９号 令和２年
８月２３日 �徳永産業 徳永 昌也 西条市港２２３－２ 令和７年

３月２４日 解体工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１）第１７４６４号 令和２年
３月２６日 �ふかがわ工業 深川 愛児 新居浜市萩生２８９６－１７ 令和７年

３月２６日 とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－４）第１３７１８号 令和４年
５月２７日 �戸田溶断 戸田 善政 西条市港２９４－３ 令和７年

３月２７日 とび・土工工事業 建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 名駒友浦線

今治市吉海町名８４９番２から

同町名８４７番３まで
旧 ６．２～１７．６ ０．０８２

今治市吉海町名８４９番１から

同町名８４７番１まで
新 １０．１～２９．４ ０．０８２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 永 田 哲 松山市水泥町１１１１

〃 相 原 秀 夫 松山市水泥町１１４１

〃 柴 田 真基雄 松山市水泥町８８７

〃 敷 村 光 良 松山市水泥町９９６－１

〃 中 村 悟 松山市�米窪田町２０

〃 永 田 秀 範 松山市水泥町１１５６－２

〃 渡 部 英 夫 松山市水泥町１１９７

監 事 青 木 良 一 松山市水泥町１０３５

〃 相 原 政 志 松山市水泥町１１４６－２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 永 田 哲 松山市水泥町１１１１

〃 相 原 秀 夫 松山市水泥町１１４１

〃 柴 田 � 松山市水泥町８８７

〃 渡 部 秋 男 松山市水泥町１０２５

〃 小 島 敏 弘 松山市水泥町９９７－７

〃 重 松 正 史 松山市水泥町１１１２－３

〃 松 田 誠 松山市水泥町１１３５

監 事 敷 村 光 良 松山市水泥町９９６－１

〃 青 木 良 一 松山市水泥町１０３５
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公 告

選挙管理委員会告示

�公 告

製菓衛生師試験の施行について

製菓衛生師法（昭和４１年法律第１１５号）第４条第１項の規定によ

る令和７年度製菓衛生師試験を次のとおり施行する。

令和７年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の日時

令和７年７月８日（火）１３時００分

２ 試験の場所

松山市三番町７丁目６－９ 愛媛県薬剤師会館

３ 受験願書の提出期間

令和７年５月１９日（月）から５月３０日（金）まで。ただし、郵

送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所と、県外居住者

については愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。

５ その他

受験についての必要事項は、受験票により指示する。

�������
�公 告

調理師試験の実施について

調理師法（昭和３３年法律第１４７号）第３条の２第１項の規定によ

る令和７年度調理師試験を次のとおり実施する。

令和７年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の日時

令和７年８月１９日（火）１３時３０分

２ 試験の場所

松山市道後町２丁目５－１ 愛媛県県民文化会館

ただし、受験申込者が多数の場合は、他会場においても実施す

ることがある。

３ 受験願書の提出期間

令和７年６月１６日（月）から６月２７日（金）まで。ただし、郵

送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所と、県外居住者

については愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。

５ その他

受験についての必要事項は、受験票により指示する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第３２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

令和７年４月２５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 三 好 賢 治

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１０１，１０７

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２２，０２３

�愛媛県告示第３９０号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和７年４月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 古 味 輝 彦 東温市上村甲９３番地

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２）第９８２２号 令和２年
６月６日 関谷建設 関谷 昭 伊予郡松前町大字昌農内

４６７－５
令和７年
３月３日 建築工事業 建設業の廃止

（般－３）第１０１８６号 令和３年
６月２９日 三瓶不動産� 杉田 悦子 松山市来住町６０３－９ 令和７年

３月１０日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２）第１１８８７号 令和２年
４月６日 �ナルサ 松本 詩野 松山市福角町甲９４７ 令和７年

３月１７日 造園工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１）第１８４３８号 令和２年
３月２６日

�ふげんトータルサービ
ス 日下 博文 松山市平田町２－１ 令和７年

３月２４日

建築工事業、大工工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止

（特－３）第１６９７３号 令和４年
２月２０日 �東徳建設工業 東 晴彦 松山市森松町２３５－３ 令和７年

３月２５日

建築工事業、大工工事業
とび・土工工事業
屋根工事業、板金工事業
塗装工事業、防水工事業
内装仕上工事業
解体工事業

建設業の廃止
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公営企業公告

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２３７，６３９

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和７年４月２５日

愛媛県公営企業管理者 東 野 政 隆

１ 入札に付する事項

� 件名

公営企業管理局内ＬＡＮセキュリティ設備機器の借入れ

� 借入物品名及び数量

公営企業管理局内ＬＡＮセキュリティ設備機器 １式

（使用にあたり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。（仕様書の交付は、３�に示
す場所へ問い合わせること）

� 借入期間

令和７年１０月１日から令和１２年９月３０日まで

� 借入場所

愛媛県松山市春日町８３番地 外

愛媛県立中央病院 外

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）７�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、１か月当たりの借入代金とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の１０％に相当する額を加算した金額（当該金額に１

円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものと

する。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及

び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和５年度から令和７年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条４の規定

に該当しない者であること。

� この公告で示す物品等を借入期間の開始までに確実に納入で

きることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―００１２

愛媛県松山市湊町四丁目４番地１ 伊予鉄本社ビル２Ｆ

電話 （０８９）９１２―１０００ 内線４６２３

又は（０８９）９１２―２７９４

� 入札書の受領期限

６月４日（水）午前９時から６月６日（金）午後１時２９分ま

で

� 入札説明書の交付方法

愛媛県ホームページ（http://www.pref.ehime.jp/）でダウン

ロード又は�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和７年６月６日（金）午後１時３０分

愛媛県松山市湊町四丁目４番地１

伊予鉄本社ビル５Ｆ会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき５月１９日（月）午後５時００分までに提出しなければならな

い。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し説明

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４２，３９９ １４，１３３

南 宇 和 郡 １６，６７７ ５，５５９

松山市・上浮穴郡 ４２５，５８７ １３７，５９８

今 治 市 ・ 越 智 郡 １２９，９９０ ４３，３３０

宇和島市・北宇和郡 ６９，５２９ ２３，１７７

八幡浜市・西宇和郡 ３３，０８３ １１，０２８

新 居 浜 市 ９４，７０１ ３１，５６７

西 条 市 ８６，８５３ ２８，９５１

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ４６，３８８ １５，４６３

伊 予 市 ２９，８５５ ９，９５２

四 国 中 央 市 ６８，９５９ ２２，９８７

西 予 市 ２９，３４１ ９，７８１

東 温 市 ２７，７４５ ９，２４９
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を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

ア 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に

限る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
イ 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： LAN

security equipment in the Public Enterprise Management

Bureau，１ set

� Time limit of tender：１：２９ p．m．，６ June２０２５

� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Management Bureau，Iyotetsuhonsya Bldg．２F

４―４―１Minatomachi，Matsuyama，Ehime７９０―００１２ Japan．

TEL０８９―９１２―２７９４

�������
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次のとおり一般競争入札に付する。

令和７年４月２５日

愛媛県公営企業管理者 東 野 政 隆

１ 入札に付する事項

� 件名

公営企業管理局内ＬＡＮ端末機等の借入れ

� 借入物品名及び数量

公営企業管理局内ＬＡＮ端末機等 １式

（使用にあたり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。（仕様書の交付は、３�に示
す場所へ問い合わせること）

� 借入期間

令和７年１１月１日から令和１２年１０月３１日まで

� 借入場所

愛媛県松山市春日町８３番地 外

愛媛県立中央病院 外

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）７�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、１か月当たりの借入代金とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の１０％に相当する額を加算した金額（当該金額に１

円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものと

する。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及

び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和５年度から令和７年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条４の規定

に該当しない者であること。

� この公告で示す物品等を借入期間の開始までに確実に納入で

きることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―００１２

愛媛県松山市湊町四丁目４番地１ 伊予鉄本社ビル２Ｆ

電話 （０８９）９１２―１０００ 内線４６２３

又は（０８９）９１２―２７９４

� 入札書の受領期限

６月４日（水）午前９時から６月６日（金）午後１時２９分ま

で

� 入札説明書の交付方法

愛媛県ホームページ（http://www.pref.ehime.jp/）でダウン

ロード又は�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和７年６月６日（金）午後１時３５分

愛媛県松山市湊町四丁目４番地１

伊予鉄本社ビル５Ｆ会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基
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雑 報

づき５月１９日（月）午後５時００分までに提出しなければならな

い。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

ア 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に

限る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
イ 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： LAN

terminal device in the Public Enterprise Management

Bureau，１ set

� Time limit of tender：１：２９ p．m．，６ June２０２５

� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Management Bureau，Iyotetsuhonsya Bldg．２F

４―４―１Minatomachi，Matsuyama，Ehime７９０―００１２ Japan．

TEL０８９―９１２―２７９４

�公 告

危険物取扱者試験の実施に関する公示

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の５第１項の規定により、愛媛県知事から委任された危険物取扱者試験を次のとおり公示する。

令和７年４月２５日

一般財団法人 消防試験研究センター

理事長 長谷川 彰 一

１ 試験日、受験申請の受付期間及び受付場所等

区 分 試 験 日
受験申請受付期間

（書面申請、電子申請とも）
受付場所（問い合わせ先） 提出方法

第２回

令和７年

１０月１９日（日） 令和７年８月２６日（火）～９月５日（金）

※電子申請の受付時間は、受付開始日の

午前９時から受付最終日の午後１１時５９

分までです。

書面申請

（一財）消防試験研究センター愛媛県支部

〒７９０－００１１

松山市千舟町４－５－４ 松山千舟４５４ビル５階

ＴＥＬ：０８９－９３２－８８０８

ＦＡＸ：０８９－９３５－４４８４

受付時間（土日、祝日を除く。）

９：００～１７：００

電子申請

（問い合わせ先）（一財）消防試験研究センター

（本部）業務部電子申請室

ＴＥＬ：０５７０－０７－１０００（専用）

問い合わせ時間（土日、祝日を除く。）

９：００～１７：００

書面申請

郵送又は持参

電子申請

インターネット利用

令和７年

１０月２６日（日）

第３回
令和８年

１月２４日（土）

令和７年１２月５日（金）～１２月１６日（火）

※電子申請の受付時間は、受付開始日の

午前９時から受付最終日の午後１１時５９

分までです。

２ 受験地、試験会場、試験種類及び開始時刻等

次表のとおりとする。

ただし、学校の生徒等に限り、附表「学校の生徒等の試験会場等」のとおり受験することができる。

区 分 試験日 受験地 試 験 会 場 試 験 の 種 類
試 験 開 始 時 刻

（集合時刻）

第２回 Ｒ７．１０．１９ 松 山 市 松山大学 甲種、乙種第１・２・３・４・５・６類、丙種

【乙種第４類】

午前１０時又は午後２時半

（集合：午前９時半又は午後２時）

【その他全種類】

午前１０時

（集合：午前９時半）
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第３回 Ｒ８．１．２４ 同 上 愛媛大学 同上

【乙種第４類】

午前１０時又は午後２時

（集合：午前９時半又は午後１時半）

【その他全種類】

午後２時

（集合：午後１時半）

（備考）乙種第４類の受験者の午前又は午後の受験指定は、消防試験研究センター愛媛県支部が行う。

附表 学校の生徒等の試験会場等

区 分 試験日 受験地 試 験 会 場 試 験 の 種 類
試 験 開 始 時 刻

（集合時刻）

第２回

Ｒ７．１０．１９
今 治 市 今治工業高等学校

甲種、乙種第１・２・３・４・５・６類、丙種
午前１０時

（集合：午前９時半）

宇和島市 吉田高等学校

Ｒ７．１０．２６
新居浜市 新居浜工業高等学校

松 山 市 松山工業高等学校

第３回 Ｒ８．１．２４

松 山 市 松山工業高等学校

同上

【乙種第４類】

午前１０時又は午後２時

（集合：午前９時半又は午後１時半）

【その他全種類】

午後２時

（集合：午後１時半）

八幡浜市 八幡浜工業高等学校
午後２時

（集合：午後１時半）

（備考）１ 学校の生徒等とは、大学、短期大学等を除く学校教育法第１条に掲げる学校＜高等専門学校、特別支援学校、中等教育学校、高等学校、中学

校、小学校＞の生徒、及び施設入所者等で遠隔地等での受験が困難と事前に本財団の愛媛県支部が認めた受験者をいう。

２ 第３回試験の松山工業高等学校会場の乙種第４類の受験者の午前又は午後の受験指定は、消防試験研究センター愛媛県支部が行う。

３ １０月１９日と１０月２６日の試験を両方とも受験することはできない。（試験種類が異なっていても不可。）

３ 受験願書用紙、試験案内等の配布場所

① （一財）消防試験研究センター愛媛県支部

② 愛媛県県民環境部防災局消防防災安全課

③ 愛媛県各地方局防災対策室及び各地方局支局総務県民室

④ 松山市消防局及び各市・町・地区消防本部

令和７年４月２５日 発行


